
尾張旭市監査公表第１７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき

実施した財政援助団体（公益社団法人尾張旭市シルバー人材センター）監査

の結果を、同条第９項の規定により公表します。

令和２年６月３０日

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹

尾張旭市監査委員 篠 田 一 彦
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財政援助団体監査報告書

１ 監査の種類

  地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（財政援助団体監査）

２ 監査の対象

平成３０年度及び令和元年度の公益社団法人尾張旭市シルバー人材センター（以下

「シルバー人材センター」という。）に対する補助金に係る出納その他の事務及び本

市からの財政援助に係る事務

３ 監査の期間

令和２年４月２４日から令和２年５月２８日まで

４ 監査の方法

シルバー人材センターの事務及び当該団体に関する市の事務が、関係法令に基づき

適正に執行されているか、補助金は交付条件に従って使用されているか等について実

施した。また、監査に当たっては、関係書類を抽出により検査するとともに、関係者

から説明を聴取した。

５ 監査の結果

シルバー人材センターの事務及び当該団体に関する市の事務は、おおむね適正に執

行されていると認められた。その中で、一部不適切なものが次のとおり見受けられた。

今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じ

られたい。

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。

６ 指摘事項

⑴ シルバー人材センターから提出された、補助事業実績報告書の添付書類において、

金額の記載誤りが散見された。

⑵ シルバー人材センター事業費補助金交付要綱において、３年の見直し期間を設定

するため附則中に失効規定を定めているが、平成３０年度の補助金交付事務の執行

状況を見ると、事業実績報告書の提出及び補助金の額の確定の手続が失効の日以降

に行われている。また、当該要綱には、額の確定後の補助金の返還の規定等が定め

られていることからも、附則には、失効に伴う経過措置を規定する必要がある。

７ 要望事項

今後における、効率的、効果的な事務の執行等に資するため、次のとおり要望する。

事業実績報告について、シルバー人材センターから提出された事業報告資料が、補
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助金の申請時に提出された事業計画に対して、結果が分かりにくい報告資料となって

いる。事業報告においても計画に沿って事業が行われていたか、事業の項目ごとに結

果を報告することが望ましいと思われる。高齢者の活動支援の拠点としての役割を市

民に身近に感じてもらうためにも、日頃から分かりやすい資料を作成するよう心掛け

ていただきたい。


